
電話

(第 2

(第 2

(第 2

～ 年度

9,000 9,000

④＝②×③ 0 0 0 0

　総　事　業　費 ①＋④ 3,000 3,000 0 3,000

人  件  費
（概算）

③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000

毎年度（参考値）

3,000

24年度予定額
25年度以降の予定額

【事業費の推移】 23年度予定額

 道支出金

② 人　数（年間）

教材・教具、管理備品等の整備

直接事業費

 国支出金

 その他特財

3,000

3,000

 一般財源 3,000

03,000① 合　計 3,000

 地方債

309 事務事業名 私立学校教育振興事業

平成24年度 教材・教具、管理備品等の整備

【３ 費用の予定額 】 （単位：千円）

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

　市内私立高等学校、通学者、保護者

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　市内開校の私立高校、中等部に対し補助金を交付し、教材・教具、管理備品等の整備、教育
内容の充実と保護者の負担軽減を図る。

手
　
　
段

※ 市が行う事務事業の具体的な実施内容（補助等の場合は、団体の活動内容）

平成 23年度 教材・教具、管理備品等の整備

平成25年度
以　　　降

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 人と文化を育むまち

節） 信頼され、魅力ある学校づくり推進

施策） 教育環境の整備

〃  終了予定年度

【１ 事務事業の概要 】 

【２ 計　画 】

別紙 ５ 平成２２年度 事務事業評価調書（新規用）
北広島市

事務事業開始年度 平成23年
根拠法令等

　　市内に開校している、私立高等学校、中等部に対し、通学者、保護者の負担軽減を目的として、教材・教具、管理備品等の整備
と教育振興のため補助金を交付する

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 部長職名 川幡博行 課長職名 可児正樹 作成日 平成22年9月10日

作成部署 教育部 教育総務課 内線885整理番号



単位

校

校

①

②

③

④

①

②

③

評点

□ ■

■

□

□

□

■

□

　実施する
　補助金は終期を設定することになっており、また、市としての方針を決定すべきであ
る。

　再検討（見送り）

　実施しない

総　合　判　定 説　　　　　明　（内部評価委員会の意見）

【６ 総合判定と説明 】

【事業担当部局による説明】

　道内14市、4町に私立高等学校が開校しているが、市町より補助金(交付金）を交付して
いない市町は、本市のみである。毎年、市内中学より私立高等学校へ100人程度の進学が
あり、札幌市、江別市においては補助金があり、その恩恵及び、保護者の負担軽減となっ
ている。

評点区分 　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

緊
急
性

・すぐに実施する必要があるか
　（緊急度合）
・熟度は高まっているか

3
　補助を実施していない市町は、道内で本市のみであ
り、交付が必要

【民間活力の活用性評価】
（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はほとんどなく、市で実施していく。

民間等での実施または市民等との協働が可能であり、検討していく。

民間等で実施または協働して取り組んでいく。

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度は適切か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3
　近郊では、札幌市で1校平均4,700千円、江別市で
3,000千円交付されており、規模に見合った交付額であ
り、効果が期待できる

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

　市として、進学機会の多様な選択肢の提供の観点よ
り、保護者の負担軽減等の理由により交付が必要

効
率
性

・投入する予算や人員に見合った効果が得られるか
　　（費用対効果の度合）
・効率的な実施方法か
　（同じ経費で他に効率的な方法はないか）

3
　近郊では、札幌市で1校平均4,700千円、江別市で
3,000千円交付されており、規模に見合った交付額であ
り、効果が期待できる

公
平
性

・受益者負担の必要性はないか
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
　ていないか

3
　市として、進学機会の多様な選択肢の提供の観点よ
り、保護者の負担軽減等の理由により交付が必要

【５ 評　価 】

【指標の定義（算式等）】

チ ェ ッ ク 項 目 選択理由、説明等

【指標の定義（算式等）】

成 果

指 標

【指標の定義（算式等）】

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

私学教育の充実

309
【４ 指　標 】

活 動
指 標

教材教具の充実

保護者の負担軽減

1

市内の私立中学校数 1 1 1

市内の私立高校数 1 1

25年度目標 最終目標

基 本
指 標

指　　　標　　　名 23年度目標 24年度目標

整理番号



％ ％ ％

％ ％ ％

7,000

43

0

補助・交付金の算出根拠 教材・教具の購入計画、補助金上限

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 43 43 43

7,000

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

教材・教具・管理
備品購入

教材・教具・管理
備品購入

教材・教具・管理
備品購入

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 7,000 7,000

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

43 43

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0

支　　出

教材・教具の購入 7,000 7,000

支　出　合　計 （Ｃ） 7,000 7,000

4,000 4,000

7,000

7,000

3,000

繰越金

教材・教具・管理備品整備費

3,000

4,000

補助金等の充当
状況（　　年度）

□運営費のみに充当 ■事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 3,000

生徒数921人　教員107人 （　22年4月1日見込）

 交付先団体等の
 活動目的

・能力を開発し、個性豊かな行動力ある青年を育てる
・礼節を重んじ、他を思いやる豊かな心を育てる
・不撓不屈の精神力と健康な体を育てる

 構成員(団体)数

収　入　合　計 （Ｂ） 7,000 7,000

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 23年度 (予定) 24年度 (予定) 25年度 (予定)

交付先の名称
及び代表者名

札幌日大高等学校・中等部 設立（見込）年 昭和62年

別紙 ６ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

事務局の状況
（　　年度）

■補助団体にある

 交付先団体等の
 活動内容

・徹底して学力の向上を図る
・学校生活の基盤はホームルームであることを踏まえ、学習指導、生徒指導の徹底を図る
・国際交流の活発化を促進し、国際人教育の推進を図る

□市役所にある

補助金･交付金名 私立学校教育振興事業

整理番号

【交付先団体等の概要】

＜新規用＞



電話

（第 2 章）

（第 2 節）

（第 2

～ 年度

1

1 学校法人である

市民と行政との役割分担の中で、真に補助すべき事業・
活動であり、適切な規模であること。

補助額の妥
当性

事業内容や団体の自主性の観点から、適正な補助額(補助
率）であること。

評価区分 　　　　１　適　　　　　　　　　　２　否　　　　　　　　　３　該当しない

目的と活動
の一致

団体の事業活動の内容が、補助の目的と一致しているこ
と。

1
教材・教具の充実、教育活動のための
補助金となる

総　　合　　評　　価

保護者の負担軽減、生徒の学習機会の
拡大につながるものである

1 近郊他市と同額レベル

合法規性
補助金等支出の根拠、手続きが明確で、法令等に抵触し
ないこと。

1
全道該当市において、長年にわたり交
付されている

通学者の教育充実、保護者の負担軽
減、また、多様な進学先の選択機会の
提供のため補助に値する

類似事業
すでに実施している補助事業と類似しないこと。
（他の補助金等との統合の可能性も含む。）

1 開校以来、交付していない

会計処理
団体等の運営に透明性があり、会計処理が適切に行われ
ていること。

社会ニーズ
事業活動の目的、視点、内容が今日の社会経済情勢に合
致していること。

費用対効果
市民の福祉向上やサービス向上に効果が認められるこ
と。

役割分担の
妥当性

0

交付額

1
高校教育の一端を担う私学に対する支
援は、社会ニーズに合致している

1
他市において交付されており、均衡を
図る

1

 法律・北海道条令等で実施が義務付けられている事務事業か　　□有　　　　■無

選択理由、説明等

3,000

評　価　

合　計 3,000 3,000

チェック項目

公平性
補助の効果が広く市民に及ぶもので、特定の団体や個人
のみの利益に供することがないもの。

1
他市において交付されており、均衡を
図る

一般財源

次のいずれかの項目に該当する。
（1）住民自治の向上、市民の福祉・健康の増進が図られ
る。
（2）市民の安全で安心な生活に寄与する。
（3）市民の教育、文化、スポーツの振興に寄与する。
（4）地域の経済・産業の振興、雇用の促進に寄与する。
（5）市の施策として積極的に奨励しようとするもの。

1

評
価

公益・公共
性

客観的な公益性を有している。 1

（3）市民の教育、文化、スポーツの
振興に寄与する。

3,000

補助金等の概要
　市内開校の私立高校、中等部に対し補助金を交付し、教材・教具、管理備品等の整備、教
育内容の充実と保護者の負担軽減を図る。

施策）

道支出金

【費用の予定額】 （単位：千円）

区　　　　分 23年度予定額 24年度予定額
25年度以降予定額

毎年度

その他特財

上位施策との関連 章 人と文化を育むまち

3,000

地方債

信頼され、魅力ある学校づくり推進

3,000

（総合計画での
  位置付け）

節

教育環境の整備施策

国支出金

23

整理番号 309 内線885教育部 教育総務課

別紙 ７ 　平成２２年度補助金等評価調書（新規補助金用）

事務区分 平成22年9月10日

補助金等名 私立学校教育振興事業 作成部署

川幡博行部長職名 課長職名 作成日■自治事務　　□法定受託事務　 可児正樹

根拠法令等
〃  終了予定年度

交付開始年度


